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はじめに

　本事件は、2016年中国知的財産権10大判例に選出
されている。本事件において、最高裁判所は、相同、
由来及び機能的表現により特定されている生物学的
配列の請求項が明細書により裏付けられているかの
判断基準及び生物学的配列に関する発明特許の権利
化の判断基準を明らかにしている。これは、タンパ
ク質、遺伝子に係る特許出願の書類の作成及び審査
に指導的意義を有し、バイオテクノロジー産業のイ
ノベーションと発展の促進に資するものであるとい
えよう。以下に、その具体的な内容について、下記
のとおり分析する。

Ⅰ　事件の概況

１．基本情報

再審請求人（一審被告、二審上訴人）：国家知識
産権局特許審判委員会

再審請求人（一審第三人、二審上訴人）：ノボザ
イムズ社

再審被請求人（一審原告、二審被上訴人）：江蘇
博立バイオ製品有限公司

判決の情報
無効審判請求の審決 国家知識産権局特許審判委

員会第17956号無効審判請求の審決
一審　北京市第一中等裁判所（2012）一中知行初

字第2721号行政判決書
二審　北京市高等裁判所（2014）高行（知）終字

第3524号行政判決書

２．事件の経緯

2011年７月１日、博立社と山東隆大バイオテク
ノロジー有限公司はそれぞれ、本件特許の登録時
の請求項１～28に対する無効審判請求を提出する
と同時に、博立社は証拠１～３を提出した。

それに対して、特許権者であるノボザイムズ社
は反証１～６を提出した。

特許審判委員会は、ノボザイムズ社が2011年
11月10日に提出した補正後の特許請求の範囲に

対し、第17956号無効審判請求の審決（以下、第
17956号審決という）を下し、請求項10、11及び26
に係る発明、請求項13、14の請求項12の（a）、（b）
を引用した発明、請求項15～25、27～29の請求項
10、11を引用した発明、請求項15～25、27～29の
請求項13及び14を引用し、それによって請求項12
の（a）、（b）を間接的に引用した発明に基づいて、
200510000429.1号発明特許権の一部の有効性を維
持した。

博立社は特許審判委員会の第17956号審決を不
服として、北京市第一中等裁判所に提訴し、証拠
４～６を提出した。それと同時に、特許権者のノ
ボザイムズ社は反証７～８を提出した。北京市第
一中等裁判所は法律に基づいて本事件を審理した。
開廷審理が終わった後、博立社は証拠７を提出し、
特許権者のノボザイムズ社は反証９を提出した。
審理を経て、北京市第一中等裁判所は、博立社の
上述の訴訟理由が成立すると認定し、特許審判委
員会の第17956号無効審判請求の審決を取り消し
た。

特許審判委員会は一審判決を不服として、北京
市高等裁判所（以下、二審裁判所という）に提訴
し、一審判決を取り消し、第17956号審決を維持
するよう要求した。同時に、一審裁判所に提出さ
れた反証７～９に加え、ノボザイムズ社は二審裁
判所に反証10～13をさらに提出した。二審裁判所
は、審理を経て、（2014）高行（知）終字第3524
号行政判決を下し、上訴を棄却し、一審判決の有
効性を維持した。

特許審判委員会は二審裁判所の二審判決を不
服として、最高裁判所に再審を請求した。同時に、
一審裁判所に提出された証拠４～７に加え、博
立社は最高裁判所に証拠８～12をさらに提出した。
最高裁判所は、審理を経て、北京市第一中等裁
判所の（2012）一中知行初字第2721号行政判決及
び北京市高等裁判所の（2014）高行（知）終字第
3524号行政判決を取り消し、国家知識産権局特許
審判委員会の第17956号無効審判請求の審決を維
持する判決を言い渡した。


